
氏名の振り仮名変更に関するコールセンター設置と 

 年金受給中の方に向けた注意点について【情報提供】 

１ 概要 

 改正戸籍法の施行（令和７年５月 26日施行）により、皆様の本籍地からお名前の振り

仮名を確認するハガキが、お住まいの住所宛に届きます（横浜市に本籍がある方は７月

に発送予定）。このハガキが届きましたら、内容をご確認ください。 

  この件に関するコールセンターが設置されましたので、お知らせします。 

  また、年金受給中の方が振り仮名を変更する場合の注意点をお知らせします。 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

３ コールセンターについて 

〇横浜市の振り仮名コールセンター（主に横浜市が発送するハガキのお問い合わせ） 

電話：０５７０－０４５－２６７ 

時間：午前 9時から午後 5時まで 

期間：令和７年５月２６日～ 

※土日祝、年末年始（令和７年１２月２９日～令和８年１月３日）は除く

〇国のコールセンター（制度に関するお問い合わせ） 

電話：０５７０－０５－０３１０ 

時間：午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

期間：令和７年５月２６日～ 

※土日祝、年末年始（令和７年１２月３０日～令和８年１月３日）は除く

４ 年金受給中の方にご注意いただきたいこと 

 振り仮名の変更を行うと住民票と年金記録は変更されますが、金融機関の口座情報は、

変更されません。年金の振込先と口座の情報が相違すると振込ができなくなります。 

 そこで、振り仮名の変更を行った方には、口座名の変更が必要な旨、日本年金機構から

お知らせが届きます。この振り仮名と口座名義の変更のタイミング等について、詳細をご

確認いただく場合は、日本年金機構 港北年金事務所（電話番号 045-546-8888）にご相談く

ださい。 

区連会６月定例会説明資料 
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※年金受給中の方は注意が必要です。

●ハガキをご確認いただき、お願いしたいこと

【次ページあり】 
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【振り仮名変更タイミングイメージ】 

●年金の振り込みに影響のない流れ 

 年金機構振込作業  振込        年金機構振込作業  振込 

 

 

●年金の振り込みができなくなる例 

 年金機構振込作業  振込    年金機構振込作業  振込 

 

 

【振り仮名確認用ハガキ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    発送時期の詳細については、今後横浜市ホームページでお知らせします。 

振り仮名変更 口座名変更 

振り仮名変更 

港北区戸籍課 
担当 平田、市山 
電話 045-540-2250 /FAX 045-540-2260 
メール ko-koseki@city.yokohama.lg.jp 

口座名変更 



年金受給者のみなさまへ

１．ご確認ください

２．大切なお願いです

ご不明な点は、日本年金機構の年金事務所へお問い合わせください。年金事務所の連絡先は、

日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/）の 「全国の相談・手続窓口」 で

ご確認いただけます。

なお、共済組合から年金を受け取っている方は、該当の共済組合等にお問い合わせください。

年金を受け取られている金融機関の口座名義（フリガナ）が、変更後の氏名の

振り仮名※1と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
※1戸籍の氏名の振り仮名を変更すると、住民票にも反映され、その情報をもとに年金記録の氏名の振り仮名

も変更されます。

受取金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏

名変更のお知らせ」（口座名義変更のご案内）をお送りします。

「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、金融機関の窓口等で口座名義（フリガ

ナ）の変更手続が必要です※2。

通知された戸籍の氏名の振り仮名を変更しますか？

年金関係の手続は不要です。
金融機関の口座名義（フリガナ）

の確認が必要です。

（「２.大切なお願いです」をお読みください）

変更する 変更しない

受給している 受給していない

戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義

の変更が必要となる場合があります。以下の内容をご確認ください。

※2「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義（フリガナ）を変更すると、年金の支払いが一時的に止まること

がありますのでご注意ください。

年金を受給していますか？
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